
浜松市大規模建築物所有事業者立入検査実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、浜松市廃棄物の減量及び資源化並びに適正処理等に関する条例（以

下「条例」という。）第３６条の規定に基づき、大規模建築物所有事業者に立入検査（以

下「立入検査」という。）を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。 

（検査対象） 

第２条 条例第３６条第１項のその他市長が必要があると認める者のうち、大規模建築物

所有事業者及びこれに類する者は、次に掲げる者とする。 

(1) 当該事業用大規模建築物の廃棄物の保管場所を所有する者 

(2) 当該事業用大規模建築物の廃棄物の帳簿書類その他の物件を管理する者 

(3) その他条例第４章の規定の施行に必要があると認める者 

（立入検査） 

第３条 立入検査は、年度毎に一定数の事業者を抽出し実施するものとする。 

２ 前項に掲げるもののほか、条例の施行に必要な限度において、随時立入検査を実施す

ることができる。 

（実施方法） 

第４条 立入検査は、次に掲げる方法により実施するものとする。 

(1) 原則として２名の職員をもって実施する。 

(2) 立入検査は、事業系一般廃棄物管理責任者又は事業系一般廃棄物管理責任者から立

会いの委任を受けた者を立ち会わせて実施するものとする。 

(3) 第２条各号の者の場所に立入検査を実施する場合、前号に掲げる者のほか、当該場

所の所有者若しくは管理者又はそれらから委任を受けた者が立ち会うことができる。 

(4) 実施にあたっては、職員は事前に関係者に連絡しなければならない。ただし、急施

を要する場合はこの限りではない。 

（調査項目） 

第５条 立入検査では、次の事項の調査を実施する。 

(1) 建築物での廃棄物処理体制の調査 

(2) 減量・資源化・適正処理計画書作成の根拠となった帳簿書類及び契約書類の調査 

(3) 廃棄物の発生抑制、再利用及び再生利用に関する調査 

(4) 廃棄物の保管場所の状況に関する調査 

(5) その他関係者からの聴取を含む必要事項の調査 

（立入検査票の作成等） 

第６条 立入検査を実施した職員は、大規模建築物所有事業者立入検査票（第１号様式。

以下「立入検査票」という。）を作成するものとする。 

２ 立入検査の結果は、大規模建築物所有事業者立入検査結果書（第２号様式）により、



大規模建築物所有事業者に通知するものとする。 

（指導） 

第７条 立入検査の結果、改善を要すると認められるものについては、その是正のために

必要な措置をとるよう指導するものとする。ただし、法令違反については、当該法令の

規定するところによる。 

（立入検査票の集約等） 

第８条 市は、立入検査票について集計等を行い、大規模建築物所有事業者に対する減量・

資源化・適正処理の指導の基礎資料とするよう努めるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



（第１号様式） 



（第２号様式） 
 

 


